
四国運輸局自動車運送事業安全監理室

行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名称 事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

御荘郵便局 愛媛県南宇和郡愛南町御荘
平城２２８３

輸送施設の使用停止
(105日車)

貨物自動車運送事業法
第36条第2項（同法第17
条第4項準用）

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされてい
たとの報告を端緒として、令和7年9月9日に監査を実施したとこ
ろ、2件の違反が認められた。

(1)運転者等に対する点呼が確実になされていなかったこと(貨物
自動車運送事業輸送安全規則(以下｢安全規則｣)第7条第1項、第
2項、第3項)
(2)運転者等に対する点呼の記録に不実記載を行っていたこと(安
全規則第7条第5項)

0 0

宇和海郵便局 愛媛県宇和島市蒋渕１４０８ 輸送施設の使用停止(20
日車)

貨物自動車運送事業法
第36条第2項（同法第17
条第4項準用）

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされてい
たとの報告を端緒として、令和7年10月7日に監査を実施したとこ
ろ、1件の違反が認められた。

(1)運転者等に対する点呼が確実になされていなかったこと(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項、第2項、第3項)

0 0

石井郵便局 徳島県名西郡石井町石井字
石井４９５－７

文書警告 貨物自動車運送事業法
第36条第2項（同法第17
条第4項準用）

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされてい
たとの報告を端緒として、令和7年10月23日に監査を実施したとこ
ろ、1件の違反が認められた。

(1)運転者等に対する点呼が確実になされていなかったこと(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項、第2項、第3項)

0 0

三加茂郵便局 徳島県三好郡東みよし町加
茂１７３７－１

文書警告 貨物自動車運送事業法
第36条第2項（同法第17
条第4項準用）

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされてい
たとの報告を端緒として、令和7年10月29日に監査を実施したとこ
ろ、1件の違反が認められた。

(1)運転者等に対する点呼が確実になされていなかったこと(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項、第2項、第3項)

0 0

三野郵便局 徳島県三好市三野町芝生８
８３－３

文書警告 貨物自動車運送事業法
第36条第2項（同法第17
条第4項準用）

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされてい
たとの報告を端緒として、令和7年10月29日に監査を実施したとこ
ろ、1件の違反が認められた。

(1)運転者等に対する点呼が確実になされていなかったこと(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項、第2項、第3項)

0 0

海南郵便局 徳島県海部郡海陽町四方原
町西１３２

文書警告 貨物自動車運送事業法
第36条第2項（同法第17
条第4項準用）

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされてい
たとの報告を端緒として、令和7年11月5日に監査を実施したとこ
ろ、1件の違反が認められた。

(1)運転者等に対する点呼が確実になされていなかったこと(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項、第2項、第3項)

0 0

川井郵便局 徳島県美馬市木屋平字川井
２２４

文書警告 貨物自動車運送事業法
第36条第2項（同法第17
条第4項準用）

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされてい
たとの報告を端緒として、令和7年11月10日に監査を実施したとこ
ろ、1件の違反が認められた。

(1)運転者等に対する点呼が確実になされていなかったこと(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項、第2項、第3項)

0 0

　※　令和７年３月３１日以前の違反行為については、法改正前の違反の条項を記載しています。
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貨物軽自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について


